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ETC2.0のシステム概要
ETC2.0はこれまでのETCと比して、
　 ● 大量の情報の送受信が可能となる
　 ● ICの出入り情報だけでなく、経路情報の把握が可能となる
など、格段と進化した機能を有しており、道路利用者はもちろん、道路政
策に様 な々メリット※をもたらし、ITS推進に大きく寄与するシステムです。

※ETC2.0で期待されるサービス例：
　 ● 経路上の広域情報や画像の提供 
　 ● 特車許可　における一括申請や自動更新 
　 ● 高速料金の経路割引や一時退出

平成27年8月より
本格的な販売を開始

双方向に大量の情報の送受信

双
方
向
通
信

ETC2.0
車載器

ETC2.0対応カーナビ

道路

クルマ

広域的な渋滞情報の提供

事故多発箇所ではカーブ先の見えない渋滞など
危険な状況を注意喚起

経路上の広域情報や画像の提供

この先渋滞、追突注意

この先、渋滞しています。
注意して走行して下さい。

○km先の現在の路面状況です。
雪のため注意して走行して下さい。

大口・多頻度割引と
ＥＴＣ２．０のご案内

車両制限令を守りましょう！

　高速道路をご利用される企業様の中で、大口・多頻度割引適用

されるETCコーポレートカードをご利用の方も多数いらっしゃると

思います。

　そのETCコーポレートカードをご利用される方にとっては大きな

変更となるのですが、平成28年９月29日に、東・中・西日本高速道

路株式会社の各社のホームページ上で「大口・多頻度割引の割引

率について」との発表がありました。

　その内容は、平成28年４月以降、車両単位割引の10％拡充

措置については、ETC2.0搭載車に限り適用することを基本とし、

従来のETC搭載車については、平成28年12月末をもって終了
するというものです。

※(　)内の割引はETC2.0搭載車両に限り適用される割引率です（平成
　29年3月末までの予定）
　なお、経過措置として平成28年4月1日から平成28年12月31日までは
　従来のETC搭載車両にも適用します。

車両単位割引率（高速国道・一般有料道路ともに）

　これにより、ETC2.0搭載車でなければ、車両単位割引が減少する事となり、ETC2.0への切り替えが急速に進む事になると思われます。

　ETC2.0につきましては、2016年春号（vol９号）でもご紹介しておりますが、従来のETCより格段に進化した機能を備え、情報提供に

加えてさまざまな新しいサービスを利用できるものです。この機会にETC2.0への切り替えを検討してはいかがでしょうか？

　ETC2.0については関係団体事務局、または当団体編集部までお問い合わせ下さい。

自動車１台ごとの１か月の
高速国道等のご利用額 現在の割引率 平成29年１月以降の

割引率

5千円を超え、
1万円までの部分 ２０％ １０％（２０％）

1万円を超え、
3万円までの部分 ３０％ ２０％（３０％）

3万円を超える部分 ４０％ ３０％（４０％）

　道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必

要とされる「車両の幅」「車両の重量」「車両の長さ及び最小回転半径」の最高限度を

定めたもので、それを超えるものは道路を通行させてはならないと定められています。
車両制限令とは…

　東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、

首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式

会社の高速道路各社より、重量超過等の違反が後を絶たず、道路を著しく劣化させる

要因となっていることを踏まえ、道路構造物の保全、道路法令違反抑止及び安全走行

の啓発を目的として、違反車両に対する徹底した指導取り締まりと合わせて、高速道

路各社の大口・多頻度割引において、車両制限令違反者に対する割引停止措置等を

見直すとの発表がありました。

車両制限令の
罰則が強化されます

軸重超過 現状 変更後

指導警告
なし

3点

措置命令Ｂ又はＣ 15点

3 違反項目の見直し
① 軸重超過に対する措置命令等の発出基準に応じた違反点数
　 の設定

2 累積期間等の見直し1 違反点数の見直し

※即時告発の結果にかかわらず、違反に応じた点数は別途加算します。

即時告発の結果 現状 変更後

有罪 割引停止 即時告発をもって
一部割引停止（1か月以上）不起訴 －

① 【即時告発】悪質な違反者（重量が基準の2倍以上）の対する
　 対応強化

指 導 警 告：

措置命令Ａ：

措置命令Ｂ：

措置命令Ｃ：

車両制限令違反車両のうち、措置命令の発出基準
にいたらない違反に対する指導

法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、
指定する場所から流出させる行政処分

法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、

指定する場所まで移動し、当該車両の諸元を車両
制限令に規定する制限値（通行許可を受けている
場合はその許可値）以下になるよう、積載貨物の分
割等により軽減させる方法

法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、
指定する場所まで移動し、必要な通行許可を受け
るまでの間、当該車両をその場に留め置く行政処分

違反種類 現状 変更後

指導警告 － 3点

措置命令Ａ 3〜15点 5点

措置命令Ｂ又はＣ 5〜15点 15点

即時告発相当 15〜30点 30点

② 【即時告発】悪質な違反者（重量が基準の2倍以上）の対する 
　 対応強化

累積期間 適用条件

2年間 累積点数に応じて適用

累積期間 適用条件

3ヶ月（四半期）
高速道路6会社が指定する四半期において

違反を繰り返した場合

① 違反点数の累積期間を3ヶ月から2年間に拡大

※累積違反点数150点以降も、30点ごとに一部利用停止期間が1か月ずつ延長
※割引停止・利用停止の期間中に各高速道路が定めるＥＴＣコーポレートカード 
　利用約款及び営業規則に違反する行為が認められた場合には、更なる措置が 
　適用されます。

累積違反点数 措置内容

30点 講習会による指導

60点 一部割引停止（1か月）

90点 一部割引停止（2か月）

120点 一部利用停止（1か月）

150点 一部利用停止（2か月）

違反点数 措置内容

30点 講習会による指導及び警告

上記に定める
警告期間に30点以上 一部割引停止又は一部利用停止

② 違反点数の累積

上記の内容は平成28年9月時点で発表内容となっておりますので、今後新たな情報が入りましたら、別途ご案内させていただきます。

Scoop !
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致します！

組合員様のお車

廃車買取

車　名 : カローラ フィールダー
年　式 : 平成 22 年
排 気 量 : 1,500cc
グレード : X
走行キロ  : 110,000km

買取価格：185,000円 買取価格：174,000円 買取価格：548,000円

車　名 : プロボックス VAN
年　式 : 平成 22 年
排 気 量  :  1,300cc
グレード  :  DX コンフォートパッケージ
走行キロ : 143,000km

車　名 : ハイエース VAN
年　式 : 平成 22 年
排 気 量 : 2,000cc
グレード : DX
走行キロ : 110,000km

お問合せ
査定依頼

ご相談

ご訪問の上、
査定・成約後、

必要書類の
ご記入

ご指定日時に
お引取り

お客様口座へ
お振込・抹消

手続き完了

TEL: 03-3438-3585
E-mail: info@conomity.co.jp 
〒105-0004   東京都港区新橋6丁目9番4号 
新橋六丁目ビル6F

株式会社 コノミティ

10万キロ以上の多走行車

10年落ち以上の高年式車

キズ・凹みがある 要修理車

まずは、お電話・メールで
お問い合わせを

Case
1

Case
2

Case
3

買取事例

買取までの流れ


